
政策分野における
基本目標

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

休日・夜間救急診療
体制対応日数

365日
（R2）

365日 365日 365日
365日
（R8）

弘前市急患診療所
の運営

365日
(R2)

365日 366日 365日
365日
(R8)

休日在宅医診療の
実施

実施
(R2)

実施 実施 実施
継続実施

(R8)

延べ利用児童数
28,248人

(R1)
12,476人 16,095人 16,454人

30,000人
(R8)

権利擁護に係る相
談件数

416件
（R2）

833件 1,059件 1,095件
540件
（R8）

3 P36

子育て支
援の充実

圏域の住民の子育て
支援の充実を図るた
め、弘前市が行う特
別保育事業の対象区
域を圏域に拡大し、
圏域全体として安心
して子育てができる
環境を整備する。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

特別保育事業 ■特別保育事業を他市町村の住民が利
用できる環境は整っており、国及び県の
補助金を受け、当該事業を行っている各
施設が他市町村の住民についても個別
に相談を受け、対応している。
■他市町村の住民の利用状況は、月毎
に把握しており、利用者が一定数いるた
め、今後も連携して実施する。

■今後も特別保育事業
を実施し、弘前圏域での
連携を継続する。

■国及び県の補助金を受
け、当該事業を実施。

一時預かり事業・休
日保育事業・地域子
育て支援拠点事業
延べ実施施設数

73施設
(R2)

84施設 93施設 89施設
77施設
(R8)

4 P37

成年後見
制度の広
域対応

圏域における成年後
見制度を含めた権利
擁護の支援に関する
業務を広域的に行う
ことにより、住民サー
ビスの向上を図る。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

弘前圏域権利
擁護支援事業

■中核機関となる弘前圏域権利擁護支
援センターを前年度に続き運営委託し、
一次相談窓口や圏域住民からの相談対
応を行った。相談件数は広域化初年度の
令和2年度494件から年々増加し、令和
6年度は1,306件であった。
■制度周知のため、圏域住民向けや関係
機関への研修会を実施するとともに、圏
域で市民後見人等養成研修を実施した。
養成研修の修了者は10人と目標の15
人を下回ったが名簿登録につながり、次
年度より活動を開始することとなった。

■成年後見制度利用支
援事業実施要綱の見直
し（資産要件の設定な
ど）、各種研修会の充実
やセンター運営に係る
財源確保。

■弘前圏域権利擁護支援
センターを運営委託し、一
次相談窓口や圏域住民か
らの相談に対応。
■市民後見人等フォロー
アップ研修をはじめとし
た各種研修会を実施。

圏域内における市
民後見人養成研修
受講者数

30人
(R2)

47人 47人 57人
75人
(R8)

弘前圏域定住自立圏連携施策の進捗状況

　　　　　　　　　　医療

　　　　　　　　　　福祉

No.
掲載
ペー
ジ

政策
分野

取組
取組の
内容

関係
市町村

事業名
令和４～６年度の取組内容及び評価

※主に令和６年度の内容を記載
今後の課題等 令和7年度以降の取組

現状値
(調査時点)

R4 R5
R6

（最新値）
目標値

(達成年度)

1 P34

救急医療
体制の維
持及び充
実

圏域の救急医療体制
を確保するため、休
日・夜間救急診療体
制を維持するととも
にその充実を図る。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

休日及び夜間
における初期
救急診療事業

■弘前市において、弘前市医師会及び弘
前歯科医師会に指定管理及び委託し、休
日・夜間急患診療体制（弘前市急患診療
所）、休日在宅医診療体制を運営・維持
することができた。
■弘前市急患診療所の移転整備につい
て、引き続き関係課及び弘前市医師会と
の調整を行った。

■弘前市急患診療所の
移転整備に向けては、
関係課及び弘前市医師
会と詳細な調整を継続
していくこととしている
が、一方で急患診療所
の運営事業について
は、主な当番医である
開業医の減少が見込ま
れており、段階的に見直
しを行う必要がある。

■弘前市において、弘前
市医師会及び弘前歯科医
師会に指定管理及び委託
し、休日・夜間急患診療体
制（弘前市急患診療所）、
休日在宅医診療体制を運
営・維持する。
■引き続き、弘前市急患
診療所の整備に関しての
調整を行うほか、今後の
初期救急診療体制の維持
について関係機関を交え
て協議する。

2 P35

休日及び夜間
における第二
次救急診療事
業

■二次救急医療の主軸である弘前総合
医療センターに運営費交付金を交付す
ることで、同センターの安定運営を支援
したほか、二次救急医療体制確保支援事
業によりその他病院への支援を行い、輪
番制による二次救急医療体制を維持し
た。
■構成市町村の救急医療体制維持に係
る費用負担のうち、弘前総合医療セン
ターの二次救急医療に係る負担金につ
いては、従来の補助金相当額から同セン
ターの二次救急医療の不採算分に変更
した。

■弘前総合医療セン
ターの二次救急医療体
制の充実を促すととも
に、弘前市内の医療機
関の協力を得ながら体
制維持を調整していく
必要がある。

■三次救急医療機関であ
る弘前大学医学部附属病
院が一部二次救急を担っ
ていることから、弘前総
合医療センターの診療体
制・機能を充実させ、同セ
ンターがより多くの二次
輪番を担当できるよう協
議する。

第二次救急医療提
供体制の維持

365日
(R2)

365日 366日 365日
365日
(R8)

1/8



政策分野における
基本目標

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

弘前圏域定住自立圏連携施策の進捗状況

No.
掲載
ペー
ジ

政策
分野

取組
取組の
内容

関係
市町村

事業名
令和４～６年度の取組内容及び評価

※主に令和６年度の内容を記載
今後の課題等 令和7年度以降の取組

現状値
(調査時点)

R4 R5
R6

（最新値）
目標値

(達成年度)

観光客入込数
※構成市町村の文
化財庭園及び重伝
建地区への観光客
入込数

70,122人
(R1)

37,920人 61,429人 70,513人
82,000人

(R8)

5 P38

大石武学
流庭園の
調査、普及
及び活用

圏域内の指定名勝及
び登録記念物の庭園
を核として、大石武学
流庭園の掘り起こし
を行い、津軽独自の
庭園文化の普及及び
活用を図る。

弘前市
黒石市
平川市

大石武学流庭
園活用事業

■個人所有庭園の維持管理に係る相談
対応及び市所有の庭園の適切な保存・活
用を実施し、一般公開を行った。
■弘前市では、個人所有庭園への見学
希望があった場合に、所有者と見学希望
者の仲介を実施。
■平川市では、庭園めぐりガイドブック
を公共施設や宿泊施設等に配布し、集客
につなげた。

■津軽地方特有の庭園
様式である大石武学流
庭園の適切な保存を図
るとともに、効果的な活
用を図る必要がある。

■維持管理に係る所有者
からの相談対応及び見学
希望の仲介を継続すると
ともに、市所有の庭園の
適切な保存活用を実施す
る。
■庭園めぐりガイドブック
を平川市内の公共施設・
宿泊施設等に配布し集客
を継続する。

公開文化財庭園入
園者数

21,567人
(R1)

13,514人 17,318人 21,593人
23,000人

(R8)

                 教育

6 P39

重要伝統
的建造物
群保存地
区（以下
「重伝建地
区」とい
う。）におけ
る修理修
景等事業
及び活用
事業の推
進

圏域内で弘前市と黒
石市に所在する両重
伝建地区に対する愛
情・誇り・一体感を醸
成し、圏域外からの観
光客の流入と周遊を
図るため、修理修景
等事業の推進及び圏
域内外への情報発信
等の広報活動に取り
組む。

弘前市
黒石市

重要伝統的建
造物群保存地
区修理修景等
及び活用事業

■歴史的景観及び伝統的建造物群を保
存・活用していくため、重伝建地区に所
在する伝統的建造物等を対象に弘前市
では修理修景事業4件を実施し、黒石市
では修理修景事業1件、買上事業1件を
実施した。

■伝建制度の根幹とな
る修理修景事業を継続
するとともに、来訪者の
増加及び認知度向上を
図るための情報発信等
を効果的に行う必要が
ある。

■歴史的景観及び伝統的
建造物群の保存・活用、ま
た豪雪被害のあった伝統
的建造物等の修理修景事
業を実施する。
■弘前市では、新たな防
災計画に基づき保存地区
住民の防災意識高揚のた
めの啓発を行う。

公開施設の観光客
入込数

48,555人
(R1)

43,202人 46,535人 51,471人
59,000人

(R8)
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政策分野における
基本目標

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

弘前圏域定住自立圏連携施策の進捗状況

No.
掲載
ペー
ジ

政策
分野

取組
取組の
内容

関係
市町村

事業名
令和４～６年度の取組内容及び評価

※主に令和６年度の内容を記載
今後の課題等 令和7年度以降の取組

現状値
(調査時点)

R4 R5
R6

（最新値）
目標値

(達成年度)

商談成約件数
43件
(R1)

36件 　61件 59件
48件
(R8)

企業誘致件数(累
計)

1件
(R2)

3件 5件 7件
12件

(R4～R8)

ニホンザルによる
農作物への被害金
額

9,164千円
(R2)

1,368千円 8,287千円 1,742千円
7,300千円

(R8)

7 P40

食産業の
育成

圏域の豊富な農産資
源等を活用した付加
価値の高い商品づく
りや販路開拓に取り
組む事業者を支援す
るための体制を整備
する。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

農商工連携・
６次産業化促
進事業

■圏域の食産業事業者の販路開拓支援
のため、首都圏と西日本の食品展示会
（計3ヶ所）において、弘前市ブースを出
展（出展費用は各自治体の負担）。参加
企業は12社、成約50件、成約金額約
1,936万円となっている。商談数こそ前
年比で減少したが成約額は増加してお
り、出展をきっかけとした販路開拓の成
果が出ている。出展した事業者からの意
見としては、出展を継続することによる
会社知名度の向上や、販売側の意見を
聞く貴重な機会になっていること、単独
での展示会出展が難しい中、弘前市の知
名度も活用して出展できることなど、事
業に対して高い評価を頂いた。

■出展する事業者への
アンケート結果等を踏ま
えながら、出展する展示
会の見直し（より集客
力・新規開拓力の高い
展示会など）。
■展示会や出展以外の
支援なども検討してい
く。

■神戸、東京、千葉にて開
催される3展示会に弘前
圏域ブースを出展。出展
希望事業者を募り、新た
な販路拡大につなげてい
ただく。

展示商談会での商
談件数

354件
(R1)

378件 320件 294件
400件
(R8)

8 P41

企業誘致
活動の推
進

地域の雇用確保及び
経済の活性化を図る
ため、圏域市町村と
立地に係る情報を共
有し、圏域全体として
の立地環境、魅力や
強みを企業へ情報発
信するなど、圏域一
体となった企業誘致
活動を展開する。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

企業誘致圏域
連携事業

■地域の雇用確保及び経済の活性化を
図るため、圏域市町村と立地に係る情報
を共有し、圏域全体としての立地環境、
魅力や強みを企業へ情報発信するなど、
圏域一体となった企業誘致活動を展開
しており、誘致活動に伴う訪問企業数は
34社と目標達成年度としている令和8
年度の目標値15社をすでに超えている
状況にある。

■圏域横断的であるこ
とをメリットとした、よ
り効果的な企業誘致手
法の検討。

■担当者間で情報交換・
共有を行うとともに、前
年度同様、青森県主催の
フェアに圏域として出展
し、企業誘致を図る。

誘致活動に伴う訪
問企業数

4社
(R2)

24社 39社 34社
15社
(R8)

　　　　　　　　　　産業振興

9 P42

農作物猿
害防止体
制の構築

農作物猿害の軽減に
向けて、弘前市、西目
屋村地域における猿
の生態を調査し、及
び検証するとともに、
総合的な調整を図り
ながら、連携による
農作物猿害防止体制
の構築に取り組む。

弘前市
西目屋村

農作物猿害防
止対策事業

■サルの生態調査のために、巡視員を雇
用し、弘前市内各所にサル捕獲用箱わな
を設置した。
■サルの捕獲に重心を置いたため、行動
調査や巡視員の連携を行わなかった。

■サルの捕獲に必要な
わな猟免許を有する巡
視員の確保が困難であ
る。

■大型捕獲檻3基を運用
し駆除活動を実施する。

ニホンザルの捕獲
数

112頭
(R2)

74頭 107頭 27頭
150頭
(R8)
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政策分野における
基本目標

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

弘前圏域定住自立圏連携施策の進捗状況

No.
掲載
ペー
ジ

政策
分野

取組
取組の
内容

関係
市町村

事業名
令和４～６年度の取組内容及び評価

※主に令和６年度の内容を記載
今後の課題等 令和7年度以降の取組

現状値
(調査時点)

R4 R5
R6

（最新値）
目標値

(達成年度)

弘前圏域定住自立
圏観光消費額（推計
値）

34,397
百万円
(R1)

26,160
百万円

27,034
百万円

31,969
百万円

37,960
百万円
(R7)

防災に関する地域
連携の強化

連携強化体
制は整いつ

つある
(R2)

連携強化体
制は整いつ

つある

連携強化体
制は整いつ

つある

連携強化体
制は整いつ

つある

連携強化に
よる防災力

向上
(R8)

備蓄物資の整備
一部整備済

み(R2)
一部整備済

み
一部整備済

み
一部整備済

み
整備完了

(R8)

　　　　　　　　　　観光振興

　　　　　　　　　　地域防災

10 P43

広域観光
商品の充
実

圏域への誘客につな
がる広域観光商品の
充実を図るため、圏
域に求められる観光
ニーズを調査、及び
検証するとともに、観
光商品を開発する首
都圏の旅行代理店等
へ効果的な情報発信
を行う。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

広域観光商品
化情報発信事
業

■弘前市を含む津軽圏域14市町村が参
画する一般社団法人Clan PEONY津
軽（地域連携DMO）の活動として、令和
6年度は圏域内の体験型旅行商品の集
約及び予約サイトへの掲載を実施した。
■首都圏や関西圏でのプロモーションを
実施するなど、圏域の誘客や満足度向上
につなげるための魅力発信や環境整備
に取り組みを行い、弘前圏域定住自立圏
観光入込客数にて令和5年度実績を上
回った。

■入込客数が目標値に
達していないことから、
集客につながる施策の
検討、実施及び施策の
さらなる周知が必要で
ある。

■一般社団法人Clan 
PEONY津軽（地域連携
DMO）にて令和6年度よ
り継続的な事業として、
マーケティングを強化目
的に津軽地域におけるア
ンケート調査等実施して
おり、令和7年度も継続的
な調査を行う。
■令和7年12月から令和
8年3月の期間をJR東日
本にて青森県及び北海道
道南エリアを「重点共創エ
リア」に指定しているた
め、冬の観光に向けた体
験型旅行商品の追加造成
や利用促進施策の実施、
受入環境整備、首都圏等
での観光PRなどに取り
組む。

弘前圏域定住自立
圏観光入込客数

7,233千人
(R1)

4,367千人 5,001千人 6,132千人
7,744千人

(R7)

11 P44

広域備蓄
体制の整
備

大規模・広域的な災
害の発生時に被災住
民に対して的確に対
応するため、青森県
と連携しながら、燃
料、毛布、飲料水等の
物資を備蓄する体制
を整備する。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

災害時に向け
た備蓄体制の
整備・強化

■備蓄計画策定状況、支援希望等の確
認を実施。計画策定は進捗しており、未
策定は1自治体を残すのみとなった。
■備蓄物資の整備については、各々計画
等により整備を進めており、災害時の体
制強化が図られている。

■計画策定は進捗して
おり、備蓄状況も進んで
いるものの、一方で、備
蓄場所の不足を懸念す
る声もあり、今後の課題
になりうると考えてい
る。

■引き続き備蓄計画策定
を推進していく。

備蓄計画（各自治
体）の策定

一部策定済
み

(R2)

一部策定済
み

一部策定済
み

一部策定済
み

策定完了
(R8)

12 P45

合同防災
訓練等の
実施

大規模・広域的な災
害の発生時に、自治
体及び関係機関が連
携した対応ができる
ようにするため、組織
間連携の確認と向上
を目指した合同防災
訓練を実施する。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

防災訓練の内
容強化

■全8市町村で防災訓練を実施し、内容
等情報共有を行った。
■それぞれ内容の強化が図られるなど、
圏域内の防災力強化が図られた。
■図上訓練は圏域で開催し、1市1村が
参加。災害時の体制強化を図ることがで
きた。

■体制・予算などにより
防災訓練を毎年開催で
きない市町村があるこ
とから、情報共有や相互
視察などでカバーし、地
域防災力の向上を図
る。

■全8市町村で防災訓練
を開催予定。
■相互視察も行いながら
内容の強化を図りたい。
■図上訓練についても積
極的な参加を促す。

防災訓練及び研修
会の内容等検討

0件
(R2)

1件 1件 2件
1件

(R8)

4/8



政策分野における
基本目標

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

弘前圏域定住自立圏連携施策の進捗状況

No.
掲載
ペー
ジ

政策
分野

取組
取組の
内容

関係
市町村

事業名
令和４～６年度の取組内容及び評価

※主に令和６年度の内容を記載
今後の課題等 令和7年度以降の取組

現状値
(調査時点)

R4 R5
R6

（最新値）
目標値

(達成年度)

リサイクル率
10.5％
(R1)

10.2% 10.1% 9.1%
14％
(R8)

13 P46

し尿処理の
広域化

汚水処理等を効率的
に行うため、圏域のし
尿等を一括して処理
する。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

し尿・浄化槽
汚泥等共同処
理事業

■圏域8市町村からし尿等を受け入れ、
処理している。施設についても適正に管
理運営している。

■下水道の普及や人口
減少により搬入量減少
が見込まれるため、処理
量に応じた適正な運営
が必要となる。

■適正なし尿等の処理に
努める。

し尿等処理量
47,807,3

20㎏
(R2)

43,850,1
50kg

42,707,2
80kg

40,782,5
30 kg

41,928,0
00㎏
(R8)

ごみ集積ボックス等
設置数

3,760基
(R2)

3,898基 4,263基 6,176基
4,200基

(R8)

　　　　　　　　　　環境

14 P47

カラス対策
の連携

カラスによる被害を
軽減するため、連携し
て被害状況、個体数
等を調査し、及び検
証するとともに、検証
結果に基づき、広域
的かつ効果的なカラ
ス対策を検証し、及び
実施する。

弘前市
黒石市

カラス対策連
携事業

■ごみ集積所におけるカラスのエサ断ち
に関する対策を実施した。
■11月に合同個体数調査を行い、被害
調査、生態調査及び検証を実施した。
■「弘前市カラス対策連絡協議会」を開
催し、被害状況等の情報共有と今後の対
策について検討を行った。
■冬季のエサ断ちが有効であるとの弘
前大学農学生命科学部の助言を受け、
令和2年度より田畑の収穫残さを減らす
ことについて、圏域自治体全体で広報誌
等による周知啓発を行っている。

■市域を超えて広範囲
に生息するカラスの対
策を各市町村だけで講
じるのは、効果が限定
的であるため、圏域の
市町村との共同調査及
び情報共有をさらに強
化し、圏域全てにおいて
カラスが定住しにくい
環境を作っていくこと
が課題となる。

■周辺市町村との連携に
より田畑の収穫残さを減
らし、冬期間の餌断ちに
よる個体数減少を図る。
【継続】
■ごみ集積所におけるカ
ラスのエサ断ちのための
対策【継続】
■合同個体数調査【継続】
■「弘前市カラス対策連
絡協議会」による情報共
有【継続】

協定締結自治体数
2自治体
(R2)

2自治体 2自治体 2自治体
4自治体
(R8)

15 P48

使用済小
型家電リサ
イクルの促
進

圏域における使用済
小型家電の再資源化
を住民に啓発すると
ともに、使用済小型
家電を効率的にリサ
イクルする体制を整
備する。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

使用済小型家
電リサイクル
事業

■担当課長会議を開催し、各市町村の回
収実績を確認したほか、使用済み小型家
電の取引状況（契約金額や契約先など）
について情報共有を図った。
■圏域内の公共施設などへ設置された
回収ボックスによる拠点回収、民間事業
者との協定に基づく宅配便回収を行っ
たほか、廃棄物処理施設でのピックアッ
プ回収を行った。
■広報誌やホームページ、アプリなどを
活用し、圏域住民へ使用済小型家電の再
資源化啓発を行った。

■現在の事業を継続し
つつ、各自治体が今後
取り組むべき課題を共
有し、連携・協力し、更な
るごみ減量化・資源化に
向けた取組を検討して
いく必要がある。

■引き続き圏域市町村と
使用済小型家電の市況や
取引状況の情報共有を図
りながら、経済的かつ効
率的に事業を継続してい
く方策を検討していく。

使用済小型家電回
収量

52,913㎏
(R2)

54,909㎏ 49,805kg 46,687kg
52,000㎏

(R8)
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政策分野における
基本目標

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

弘前圏域定住自立圏連携施策の進捗状況

No.
掲載
ペー
ジ

政策
分野

取組
取組の
内容

関係
市町村

事業名
令和４～６年度の取組内容及び評価

※主に令和６年度の内容を記載
今後の課題等 令和7年度以降の取組

現状値
(調査時点)

R4 R5
R6

（最新値）
目標値

(達成年度)

空き家・空き地の利
活用数

153件
(R3)

186件 230件 278件
363件
(R8)

16 P49

空き家・空
き地の利
活用の促
進

圏域の空き家及び空
き地の利活用を促進
するため、弘前圏域
空き家・空き地バンク
協議会を設立し、連
携してバンクの運用
等の事業を行う。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

空き家・空き
地バンク連携
事業

■空き家・空き地バンクの運営
■PR活動（宅建業者訪問、PRポケット
ティッシュ・のぼり配布、各自治体イベン
トへの出展、パンフレット設置）
■住まいと空き家相談会開催（居住支援
協議会共催）
■弘前圏域空き家・空き地バンク物件登
録奨励品事業実施
■空き家に関する相続セミナー開催
■学生向けワークショップ開催
■物件登録件数が過去最多（97件）と
なった。
■成約件数は横ばい
■自身が所有する空き家の解消に対す
る意識が高まっており、需要とマッチす
る空き家・空き地の情報を提供できる環
境が整いつつある。

■物件登録数の増加に
対し成約件数が比例し
ていない。

■空き家・空き地バンクの
運営
■PR活動（宅建業者訪
問、PRポケットティッ
シュ・のぼり配布、各自治
体イベントへの出展）
■住まいと空き家相談会
開催（居住支援協議会共
催）
■弘前圏域空き家・空き
地バンク物件登録奨励品
事業実施
■空き家に関する相続セ
ミナー開催
■パンフレット配置
■学生提案事業の実施

空き家・空き地の新
規登録数

149件
(R3.9)

228件 318件 415件
418件
(R8)

消費生活相談件数
860件
(R2)

623件 727件 686件
860件未満

(R8)

圏域公共交通分担
率

6.8%
（H22）

5.9% 5.9% 5.9%
8.0%
（R12）

バス利用者数
2,572千人
(R1.10～

R2.9)
2,196千人 2,582千人 2,684千人

3,114千人
(R7.10～

R8.9)

乗合タクシー利用者
数

7千人
(R1.10～

R2.9）
8千人 8千人 8千人

63千人
(R7.10～

R8.9)

弘南鉄道利用者数
1,336千人

(R2)
1,384千人 1,284千人 1,289千人

2,089千人
(R8)

　　　　　　　　　　土地利用

　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　地域公共交通

17 P50

消費生活
相談体制
の広域的
対応

圏域における消費生
活相談を広域的に行
うことにより、住民
サービスの向上を図
る。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

弘前圏域消費
生活相談事業

【相談業務】
■消費生活相談員4名で圏域市町村の
消費生活相談に対応した。
（令和6年度相談件数：738件）
【市町村への周知】
■圏域市町村の広報、ホームページで弘
前市市民生活センターを紹介するととも
に、連絡会議を開催し、市町村間の情報
交換を行った。

■デジタル化の進展や
手口の巧妙化で年々複
雑・多様化する消費トラ
ブルに対応するため、相
談員の資質向上を図る
ための環境整備が必要
である。

【相談業務】
■消費生活相談員4名体
制で相談業務に対応す
る。
【市町村への周知】
■圏域市町村の広報、
ホームページでの周知を
行う。
■連絡会議を開催し情報
交換を行う。

相談対応不能件数
0件

(R2)
0件 0件 0件

0件
(R8)

18 P51

圏域公共
交通ネット
ワークの再
構築及び
利用促進

地域公共交通の確保
及びと利便性向上に
向けて、圏域におけ
る地域公共交通の実
情を調査し、及び検
証するとともに、総合
的な調整を図りなが
ら、交通事業者と連
携して、圏域の公共
交通ネットワークの再
構築と利用促進に取
り組む。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

公共交通ネッ
トワークの再
構築及び利用
促進活動の実
施

■県事業を活用し、圏域への展開を見据
え、交通事業者と連携して「ひろさき
MaaS」の実証事業を実施したほか、バ
ス路線への新しい運賃体系（片道最大
500円）導入を実現。
■弘前圏域8市町村が連携・協力して弘
南鉄道の維持活性化を図るために策定
した「弘南鉄道弘南線・大鰐線維持活性
化支援計画」に基づき安全輸送に係る支
援及び各種利用促進事業を実施。大鰐
線が令和９年度末で休止となることを踏
まえ、支援計画の見直しを圏域市町村で
協議し、計画の一部改正を行った。

■利用者の減少や路線
バスの運転士不足等の
状況を踏まえ、路線の再
編や便数の調整など、
効率的な運行ダイヤと
なるよう見直すことや
利便性向上に取り組む
ことで、地域の足を確保
していく必要がある。
■現に大鰐線を利用し
ている方の足を確保す
るため、大鰐線の代替
交通の検討・確保が必
須となっている。また、
弘南鉄道では、施設の
老朽化と担い手不足を
背景に安全面での信頼
度が低下しており、安
全・安心な地域の足を
確保していくため、事業
者及び行政のほか、
様々な関係者と連携し
て安全輸送対策の徹底
と利用促進を図り、維
持・活性化させていく必
要がある。

■県や圏域各市町村の地
域公共交通計画に基づ
き、広域路線の見直しに
ついて、県及び沿線自治
体、交通事業者と連携し
て取り組む。
■大鰐線の代替交通検討
について、事務局である
県や大鰐町、交通事業者
と連携し、利用者ニーズや
地域の実情も踏まえなが
ら将来に亘って持続可能
な交通を検討していく。
■引き続き弘南鉄道沿線
5市町村及び地域の商
工・観光団体等が連携・協
力し、弘南鉄道弘南線・大
鰐線の各種利用促進事業
を実施する。
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政策分野における
基本目標

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

弘前圏域定住自立圏連携施策の進捗状況

No.
掲載
ペー
ジ

政策
分野

取組
取組の
内容

関係
市町村

事業名
令和４～６年度の取組内容及び評価

※主に令和６年度の内容を記載
今後の課題等 令和7年度以降の取組

現状値
(調査時点)

R4 R5
R6

（最新値）
目標値

(達成年度)

成婚件数
4件

(R2)
6件 9件 11件

35件
(R4～R8)

移住者数
84人
(R2)

30人 178人 337人
350人

（R4～R8）

19 P52

婚活支援
の推進

圏域全体に婚活支援
を展開することで、多
様な出会いの場の創
出、成婚の促進及び
定住人口の増加を図
る。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

婚活支援事業 ■ひろさき広域出愛サポートセンターを
運営し、会員登録制の1対1のお見合い
支援のほか、月に1度休日登録会を開催
した。
■新規会員登録数は96名で、コロナ禍
以前の令和元年度の96名と比較すると
同数まで回復した。会員のプロフィール
閲覧数は538件で、平成29年の事業開
始以降最高の数値となった昨年度の数
値を更に更新した。これまでの周知の効
果がでてきたものと考える。
■お見合い件数86件のうち連絡先交換
数は39件で、連絡先交換率は45.3％、
成婚件数は累計38件となった。
■圏域市町村が連携し実施するイベント
等について、婚活イベントを2回、プロ
フィールカード相談会を2回開催した。イ
ベントには19名が参加、2組のカップリ
ングが成立した。イベント参加者対象の
アンケート結果では、参加者全員から「と
ても楽しかった（役立った）」「まあまあ楽
しめた（役立った）」と回答があり、参加
者からの評価がとても高かった。

■ひろさき広域出愛サ
ポートセンターの広域で
の周知
■登録会員数の拡大
■出愛サポーターの確
保
■民間企業や団体との
連携による事業展開

■ひろさき広域出愛サ
ポートセンターの運営（1
対1のお見合いの実施、休
日・夜間登録会の開催）
■婚活イベントの開催
■魅力アップセミナーの
開催
■プロフィールカード相
談会の開催
■SNS広告の実施

連絡先交換件数
53件
(R2)

67件 111件 150件
360件

(R4～R8)

　　　　　　　　　　地域内外の住民との交流・移住推進

20 P53

移住・定住
の推進

圏域への移住・定住
を促進するため、圏
域の魅力や生活に関
する情報の提供・発
信に取り組むととも
に移住・定住促進に
向けた環境整備を行
う。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

弘前圏域移
住・交流推進
事業

■弘前圏域移住交流専門員を設置し、圏
域市町村移住者受入態勢構築サポート、
移住相談・連絡調整業務、移住施策提
案、移住関連事業の企画運営などを行っ
た。
■イベント、セミナー等
①合同移住イベントでの弘前圏域ブース
出展事業（関西圏1回、首都圏1回）
②学生向け人口減少対策事業（3大学、
5校で実施）
③弘前圏域移住促進体制構築事業（中間
支援団体設立に向けた勉強会実施）
⑤弘前圏域地域おこし協力隊関係者情
報交換会（「公益性」と「言語化」の振り返
り）
⑥弘前圏域移住者交流会(2回実施)
■令和6年度は関西圏での移住イベント
に弘前圏域として初めてブース出展。移
住相談は20件あり、多くの関西圏の方
へ弘前圏域をアピールできた。学生向け
移住PR事業では、圏域内の3大学及び
5高校の学生・生徒に講義し、移住促進
の取り組みやUターンを検討する際の自
治体相談窓口などを周知した。

■移住・定住の促進に
向けた圏域市町村のPR
■圏域での継続的な移
住者受入態勢の構築、
更なる連携態勢の検討
■自身の自治体以外の
移住施策情報等の把握
■高校生、大学生など
若者に向けた移住・定住
促進
■移住者交流会参加者
の増加に向けた対策

■弘前圏域移住交流専門
員の設置
■イベント、セミナー等
①合同移住イベントでの
弘前圏域ブース出展（関
西圏1回、首都圏1回）
②学生向け人口減少対策
事業
③弘前圏域地域おこし協
力隊関係者情報交換会
④弘前圏域移住者交流会
（2回）
⑤移住イベント用装飾グッ
ズ制作
■移住促進に向けた態勢
構築（圏域市町村ごとの
移住関連資料作成）

移住相談件数
121件
(R2)

237件 525件 916件
720件

(R4～R8)

7/8



政策分野における
基本目標

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

弘前圏域定住自立圏連携施策の進捗状況

No.
掲載
ペー
ジ

政策
分野

取組
取組の
内容

関係
市町村

事業名
令和４～６年度の取組内容及び評価

※主に令和６年度の内容を記載
今後の課題等 令和7年度以降の取組

現状値
(調査時点)

R4 R5
R6

（最新値）
目標値

(達成年度)

研修実施回数
4回

(R2)
4回 4回 4回

4回
(R8)

全受講者人数
118人
(R2)

79人 101人 115人
160人
(R8)

構成市町村受講者
割合

36.4%
(R2)

54.4% 49.0% 42.6%
40%
(R8)

電算システムのクラ
ウド化

7市町村
(R3.7)

7市町村 7市町村 7市町村
8市町村
(R8)

※R6最新値について　政策分野における基本目標の最新値はR7.2時点、重要業績評価指標（KPI）の実績値（最新値）はR7.3時点となっている。

　　　　　　　　　　圏域市町村の職員等の交流

　　　　　　　　　　行政事務の効率化

21 P54

圏域市町
村職員の
育成

圏域市町村職員の能
力の向上及び連携強
化を図るため、合同
研修を実施する。

弘前市
黒石市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

圏域職員合同
研修事業

■取組内容（研修実績）
　・5つの研修を実施
　・全受講者数：115人（前年度：101人）
　・構成市町村受講者割合：42.6%
　　（前年度：49％）
■評価
　弘前市以外の構成市町村受講者数は
49人（前年度と同数）で、構成市町村受
講者割合は42.6％と目標値（40％）を
上回った。予定していた研修は全て実施
し、職員の能力向上及び連携強化につな
がったものと評価する。

■職員が関心のある、
業務に役に立つ研修を
企画し、全体の研修受講
者数、及び構成市町村
からの受講者数を増や
す。

■構成市町村等への早め
の研修開催通知
■研修メニューの追加・一
部変更

22 P55

電算システ
ムの共同利
用

電算システムの共同
利用により、コストの
削減、利便性、効率
化、セキュリティの向
上、災害時の業務継
続における対応力の
強化を図る。

弘前市
平川市
藤崎町
板柳町
大鰐町
田舎館村
西目屋村

電算システム
共同利用推進
事業

■弘前市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐
町、田舎館村、西目屋村の7市町村によ
る電算システムの共同利用を行った。
■次期利用システムへの移行作業を行っ
た。
■情報システムの標準化・共通化に関す
る説明会、意見交換等を実施した。

■共同利用市町村の拡
大
■「地方公共団体情報シ
ステムの標準化に関す
る法律」及び国の示す標
準化基本方針等に基づ
く次期利用システム（標
準準拠システム）への適
切な移行

■標準準拠システムへの
移行作業
■定例会、研修会等の実
施（情報共有）

電算システム稼働
率

99.9%
(R2)

100% 100% 99.9%
99.5%以上

(R8)
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